
 1 

  会  議  名 平成３０年度第５回港区指定管理者選定委員会 

  開 催 日 時      
平成３０年８月１日（水） 

午前１０時００分から午後０時４５分まで 

  開 催 場 所      区役所４階庁議室 

  委   員      

〔出席者〕 

委員長：田中副区長   副委員長：浦田企画経営部長、北本総務部長 

委員：野上企画課長、坪本区役所改革担当課長、荒川財政課長、湯川総務課長、吉田契約管財課長 

〔欠席者〕なし 

出席所管課長 

①山本高齢者支援課長 ②野口住宅課長、横尾障害者福祉課長 ③横尾障害者福祉課長 ④佐々木図

書文化財課長 ⑤江村人権・男女平等参画担当課長 ⑥木下生涯学習スポーツ振興課長 ⑦大屋地域

交通課長 ⑧杉谷芝地区・まちづくり課長、吉田麻布地区・まちづくり課長、近江高輪地区・まちづ

くり課長、海老原芝浦港南地区・まちづくり課長 

  事 務 局      企画担当（山田、中澤、寺島係長） 

  会 議 次 第      

１ 開会 

２ 議題 

（１）指定管理者の選定について 

 ①高齢者集合住宅 

 （ピア白金、フィオーレ白金、はなみずき白金、はなみずき三田） 

②特定公共賃貸住宅等 

（特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜･港南･竹芝･桂坂･神明、 

区営住宅シティハイツ白金･港南･六本木･一ツ木･芝浦･ 

第２芝浦･桂坂･車町、区立住宅シティハイツ高輪･赤坂･港南、 

障害者住宅シティハイツ竹芝） 

③障害保健福祉センター 

④図書館 

（三田図書館、麻布図書館、赤坂図書館、高輪図書館、 

港南図書館、高輪図書館分室） 

 ⑤男女平等参画センター 

⑥スポーツ施設 

（麻布運動場、青山運動場、青山運動場、芝浦中央公園運動場、 

芝給水所公園運動場、埠頭少年野球場、芝公園多目的運動場、 

芝浦南ふ頭公園運動広場、スポーツセンター、氷川武道場） 

 ⑦【再】公共駐車場 

 ⑧【再】自転車等駐車場（芝・麻布・高輪・芝浦港南地区） 

 

３  閉会 
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  配 付 資 料      

［席上配付］ 

資料 14  高齢者集合住宅 

資料 15  特定公共賃貸住宅等 

資料 16  障害保健福祉センター 

資料 17  図書館 

資料 18･19 男女平等参画センター 

資料 2   公共駐車場 

資料 4   スポーツ施設 

資料 10  芝地区自転車等駐車場 

資料 11  麻布地区自転車等駐車場 

資料 12  高輪地区自転車等駐車場 

資料 13  芝浦港南地区自転車等駐車場 

 

※資料 2、4、10～15、17、18内容 

資料●   指定管理者候補者選定調書 

資料●－２ 指定管理者候補者選考委員会報告書 

資料●－３ 指定管理者応募者提案内容の比較表 

資料●－４ 職員配置表 

資料●－５ 選考委員会採点表 

資料●－６ 選考委員会議事録 

資料●－７ 指定管理者指定申請書（他、添付書類等） 

 

※資料 16および 19 

資料●   指定管理者候補者選定調書 

資料●－２ 指定管理者指定申請に関する審査表 

資料●－３ 職員配置表 

資料●－４ 指定管理者指定申請書（他、添付書類等） 

   会議の結果及び主要な発言 

 

 

高齢者支援課長 

 

委員長 

 

北本副委員長 

 

 

高齢者支援課長 

 

議題（１）指定管理者の選定について 

①高齢者集合住宅 

（所管課長から選考の過程及び結果の説明） 

 

説明は終わったので、質疑に入る。 

 

選定調書にある主な事業提案について、今回選考された事業者は結果的に現指定管理者

であるが、新たな指定期間で指定を受けるに当たっての提案はあるか。 

 

入居者対応では全入居者の訪問、電話による触れ合いサポートの提供、生活協力員との

連携では認知機能が低下した方への対応やＡＥＤ使用方法の入居者に寄り添うための
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北本副委員長 

 

高齢者支援課長 

 

委員長 

 

湯川委員 

 

 

 

高齢者支援課長 

 

 

委員長 

 

野上委員 

 

 

 

 

 

高齢者支援課長 

 

 

 

 

野上委員 

 

 

委員長 

 

 

 

知識を生活協力員とともに向上するための勉強、危機管理では、消防署と連携した体験

型防災訓練の実施、入居者サービスの質の向上では、本社社員が認知症キャラバン・メ

イトとなり、周囲に対する入居者の理解を深めるため講習会を実施するなどの提案消防

署と連携した体験型防災訓練の実施、入居者サービスの質の向上では、本社社員が認知

症キャラバン・メイトとなり、周囲に対する入居者の理解を深めるため講習会を実施す

るなどの提案がある。 

 

消防署との連携は従前からあったように思うが。 

 

体験型防災訓練というのは実施していなかった。 

 

ほかには。 

 

説明の中で、災害リスクシステムに関する説明があり、実現についても含めて今後協議

していくとのことだが、システム構築費は平成31年度の収支計画の中に経費が含まれて

いるのか、含まれているのであればどれくらいを見込んでいるのか。 

 

現行の事業運営費、104万8000円の約2.23倍計上されているため、事業運営費の５割程

度の金額と思われます。 

 

ほかには。 

 

現指定管理者が選考されているとのことなので、現行のサービスは入居者の満足度が満

たされているのかということと、人件費について、まず職員配置表との相関性について、

配置表に記載されている「１」がそのまま算入されるわけではないという説明だったが、

書き方に工夫が必要なように感じられる。また、平成32年度以降上がっていないが、通

常は昇給分を見込んで上がっていくものと考えられるが、変わらない理由があるのか。 

 

現行のサービスは行き届いていると認識している。 

人件費については、職員配置表の１は、いわゆる１人工とは違う。人件費が一定になっ

ていることについては、事業者のルールでアップ率も加味して平準化した数値で提案し

てきているので、今後協議の中で精査していく。 

 

一見すると配置人数と人件費のバランスが取れていないように見えてしまうので、事務

局(制度所管)も含めて、今後検討が必要かもしれない。これは意見だが。 

 

他になければ、その点については、書き方の検討は事務局も一緒に検討を。 

基本は職員配置表のとおり８人配置していて、経費については、他の業務も兼ねている

ので、１人工のカウントにならない説明となるのでは。 

また、修繕費について、経年劣化とともにそれが多くなる可能性があるからということ
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高齢者支援課長 

 

委員長 

 

高齢者支援課長 

 

 

委員長 

 

 

 

住宅課長 

 

委員長 

 

北本副委員長 

 

 

建築住宅課長 

 

 

 

北本副委員長 

 

 

建築住宅課長 

 

 

委員長 

 

湯川委員 

 

 

 

建築住宅課長 

 

 

 

での計上ということで考えてよいか。 

 

そのとおり。 

 

現在、苦情対応は適切になされているか。 

 

特に入居者が高齢者ということもあり、その辺の説明はとても丁寧に対応してもらって

いて、入居者から苦情が来ることはほとんどない。 

 

そこは、説明の際に、関連して現状がどうなのかも大事な要素となりうるかもしれない。 

ほかになければ、本件は了承とする。 

 

②特定公共賃貸住宅等 

（所管課長から選考の過程及び結果の説明） 

 

説明は終わったので、質疑に入る。 

 

今回選定された事業者は、長らくこの指定管理をしているが、今度の指定期間で新たな

提案はあったか。 

 

入居者による「みんなの避難地図」の作成支援は新たな提案であり、「ふれあいサポー

ト」は現在より拡充と言える。認知症キャラバンメイトによる入居者対象の講習会、健

康相談ダイヤルの実施も新たな提案。 

 

入居者による「みんなの避難地図」の作成支援について、集合住宅の住民の参加は難し

いケースもあるが、実現可能性は高いということで提案があったのか。 

 

選考委員会のプレゼンテーションでも同様の質問があったが、他の自治体で好評とのこ

とで、実現性にも大いに期待できると受け止めた。 

 

ほかには。 

 

人件費について、人員体制については強化しているのか。また、選考委員会の中で職員

体制について不安要因があるとの発言があったようだが、どのような議論がなされたの

か。 

 

人員については、現行68人から69人の配置になっている。施設管理上の必要性と新たな

提案の事業に係る人員との説明があった。 

職員体制については、二次審査のプレゼンテーションの際に、事業者自体の請負件数の

増加によるサービス低下がないかという質問があったが、職員の採用や研修体制が整っ



 5 

 

 

 

委員長 

 

 

建築住宅課長 

 

 

委員長 

 

建築住宅課長 

 

 

委員長 

 

建築住宅課長 

 

委員長 

 

 

建築住宅課長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

障害者福祉課長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

ていること、技術者の育成環境もしっかりしていることの説明により、選考委員会では

体制は整っているとの判断となった。 

 

ほかになければ、私から。 

経費について、現在の経費と比較してどれくらいか。 

 

消費税増額分を除いて、年間で３３８万円の増、実質０.８％増となっている。 

人員１人増分の人件費に相当する分と考えられる。 

 

人員増の理由は。 

 

いわゆる新規で提案されている部分、高齢者、障害者のお宅に対しての見守り・相談を

年２回訪問から年６回訪問に上げるという提案がある。 

 

それは施策として必要か。 

 

高齢の入居者が多く、日常生活での見守りは非常に効果的と考えられる。 

 

その部分のみで考えると、区の予算で考えると新規事業ということになるが、その検討

はどのようになっているか。 

 

居住者サービスの向上という視点で、良い提案であり、また、いくつかの新規の提案に

ついて、提案されていること自体がよい取組と捉えている。 

 

取組自体が良いことは理解するが、それに公費をかけるという点で、入居できること自

体に恩恵があり、さらに提案されているサービスが受けられるとなってしまう。 

設置条例上不可欠な部分をしっかりとやっていくにあたり、安全管理は重要ではあるの

で、現状で課題になっていることの解決策に関して、どのように提案するのかというこ

とであれば理解できるが。 

 

障害者住宅では、見守り等の定期的な声かけは安心感につながり、また、ちょっとした

手助けが必要な際にも、自ら声をかけづらいので、その回数が増えるのは、入居者から

はありがたいという声をもらっている。 

 

ふれあいサポートについては、住宅サービスの派生と捉えることができるように考えら

れるが、健康相談ダイヤルについては、調整が必要ではないか。 

行政としては信条として公平公正の観点が必要となる。指定管理はあくまでも行政の代

行であり、行政としてやるべきことというところに立ち返れば、少々過剰となってしま

う部分は確認すべき。 
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建築住宅課長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

障害者福祉課長 

 

委員長 

 

湯川委員 

 

 

障害者福祉課長 

 

 

 

 

湯川委員 

 

障害者福祉課長 

 

 

 

委員長 

 

野上委員 

 

 

 

 

障害者福祉課長 

 

 

委員長 

 

 

 

増額分に盛り込まれている内容を今一度精査し、過剰なサービスとならないように、人

員についても併せて整理したうえで、今後協議していく。 

 

全体の整合性をきちんと説明できるようにすること。 

ほかになければ、了承とする。 

 

③障害保健福祉センター 

※非公募による選定 

（所管課長から選考の過程及び結果の説明） 

 

説明は終わったので質疑に入る。 

 

審査表３番目の項目で、拡充していくような記載となっているが、その部分が収支計画

に反映されているのか。 

 

例えば、既に地域のイベントに出向いて一緒に活動するという事業を実施しているが、

今回の事業計画では、夏祭りを企画段階から一緒に実施していくことで、より、地域と

密着した形で実施する予定ときいている。それについて、大きく経費がかさむというこ

とではない。 

 

既存の取組を踏襲するように感じられるが。 

 

現在は、ボッチャ大会を通じてパラスポーツをもとに地域と交流を図っているが、今後

はそれを発展させて夏祭りを企画から、障害保健福祉センターが主催として地域を巻き

込み、新規で実施するものとなる。 

 

ほかには。 

 

資料の記載の仕方だが、調書の主な事業提案に関して、記載内容が何をやるのかではな

く、心意気のように感じられる。また、時間の延長についても、検討するとの記載にな

っているが、実際に１年間でどのような事業を充実させて展開するのかをピックアップ

し、記載したほうが良いのでは。 

 

抽象的な記載になっているところは、１年間で何をやっていくのかということがきちん

と伝わるように記載を工夫する。 

 

ほかになければ、よろしいか。 

指定期間中に不祥事があったが、今回の提案の中でそのことを受けての対応を反映して

いる部分はどこか。 
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障害者福祉課長 

 

委員長 

 

障害者福祉課長 

 

 

委員長 

 

 

障害者福祉課長 

 

 

委員長 

 

障害者福祉課長 

 

 

委員長 

 

 

図書文化財課長 

 

委員長 

 

北本副委員長 

 

 

図書文化財課長 

 

 

北本副委員長 

 

図書文化財課長 

 

委員長 

 

契約管財課長 

 

 

職員研修の体制について、スキルアップのための研修の実施がある。 

 

スキルアップは、全般的な話ではないか。 

 

管理運営計画の職員の確保、育成に関する考え方の中で、苦情の対応、それから苦情解

決に向けてもきちんと体制を整えていくという内容になっている。 

 

今回は非公募で継続なので、これまで生じたことに対応しているということが分かるの

はどの部分か。どこをどう審査したのか。 

 

審査表では、一番下段の項目で、具体的には平成３０年４月から公益通報規程を施行し

ていることを確認している。 

 

審査表の記載は伝わりづらいように思われる。 

 

公益通報規程については、当時立ち上げた第三者委員会でも体制をとるように意見をい

ただいたところであるので、きちんと説明できるようにする。 

 

以上の内容を踏まえて、資料を若干修正のうえ了承とする。 

 

④図書館 

（所管課長から選考の過程及び結果の説明） 

 

説明は終わったので質疑に入る。 

 

これまでもきいているが、今回選考された事業者は引続いてとのことだが、新たな提案

があったか。 

 

子ども読書活動推進計画実現のための事業子ども読書活動推進計画実現のための事業

の中で図書館を使った調べる学習コンクール、地域コンクールの開催の提案がある。 

 

それは、審査の中で評価できる内容だったということか。 

 

評価できるということだった。 

 

ほかには。 

 

三田図書館について、３３年度に移転予定とのことだが、移転後も引続き同じところに

お願いするのか、また、３３年度以降の収支計画にはどのように反映されているのか。 
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図書文化財課長 

 

 

契約管財課長 

 

図書文化財課長 

 

 

委員長 

 

財政課長 

 

 

図書文化財課長 

 

 

委員長 

 

 

図書文化財課長 

 

 

委員長 

 

図書文化財課長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

坪本委員 

 

委員長 

 

 

三田図書館については移転する前提で、５年間お願いする。移転後の内容が確定してい

ないため、収支計画については現行のままで５年間の収支計画を出してもらっている。 

 

現行の横引きということか。 

 

収支計画については。移転後については、基本協定も含めて変更協議をする旨を公募要

項へ盛り込んでいる。 

 

ほかには。 

 

職員配置について、副施設長が３１人となっているが、ローテーションの関係で多くの

人数が必要なのか。 

 

各グループのリーダーを副施設長として、施設長不在時にローテーションの中で対応す

る体制となっている。 

 

ほかになければ、私から。 

経費について、３０年度と比較してさほど上がっていないか。 

 

人件費が少し右肩上がりであることと、消費税の影響で上がっているほかは、基本的に

変わっていない。 

 

移転について、公募要項上での扱いを確認したい。 

 

公募要項上は、芝五丁目複合施設に移転予定としており、移転後のことについては再度

協議としている。また、移転費用については、別途委託予定として、蔵書数等を示した

うえで参考の見積をつけてもらうようにした。 

 

移転については、増える可能性はあるが大体これぐらいの経費で対応し、指定管理につ

いては再協議の扱いになると。 

制度所管では、指針やマニュアルではこういうケースの対応については触れていないと

思うので、課題として認識しておいてほしい。 

このケースを先例として、次も同様に移転後も含むようにするとなる可能性があるが、

この点についてはそれぞれ適切に対応する必要がある。 

 

承知した。 

 

ほかになければ、資料は若干補正のうえ、了承とする。 
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人権・男女平等参

画担当課長 

委員長 

 

湯川委員 

 

 

 

人権・男女平等参

画担当課長 

委員長 

 

 

人権・男女平等参

画担当課長 

委員長 

 

野上委員 

 

 

人権・男女平等参

画担当課長 

 

 

 

 

委員長 

 

人権・男女平等参

画担当課長 

 

 

 

委員長 

 

人権・男女平等参

画担当課長 

 

⑤男女平等参画センター 

※合併による現指定管理者の指定取消に伴う非公募による選定 

（所管課長から選考の過程及び結果の説明） 

 

説明は終わったので質疑に入る。 

 

審査表について、今回の非公募の申請に当たっても財務書類を添付させている。申請書

及び添付書類に記載された内容の欄に、こういう書類を出させて、専門家に見てもらっ

たということを記載しておいたらよろしいのではないか。 

 

記載する。 

 

ほかになければ、これで了承とする。 

 

※指定期間更新後の公募による選定 

（所管課長から選考の過程及び結果の説明） 

 

説明は終わったので質疑に入る。 

 

人件費が両事業者でかなり差があるが、職員数には金額ほどの差がなく、賃金等の経費

について気になる。 

 

一方の事業者は、１８人の職員を置く中で、正規職員が９人、非正規が９人。正規の９

人は常勤職員ということになり、非正規のうち９人の内訳は常勤が２人で非常勤が７人

で、もう一方は１４名の職員で、正規職員が２名しかいないということで、正規職員７

名分の差があるのが大きな差の要因。 

人件費の提案額は、現指定管理者の実績からも妥当な水準と言える。 

 

選考の決め手は何か。 

 

事業提案が非常に積極的で、真新しい提案が見られた。保育室の活用のところで、専門

の託児スタッフを配置し、一時保育室を地域の子育て、保育の場所として活用を図って

いくという提案があった。 

もう１点は、もう一方の事業者は、再委託が目立ったこと。 

 

他に優位性はあるか。 

 

優位性という点では、女性の管理職の割合が非常に高く、女性の積極的な登用で、管理

職７５人中３６名、４８％が女性であるという点がある。 
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委員長 

 

 

 

人権・男女平等参

画担当課長 

 

委員長 

 

 

 

人権・男女平等参

画担当課長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

生涯学習スポー

ツ振興課長 

委員長 

 

野上委員 

 

 

 

 

生涯学習スポー

ツ振興課長 

浦田副委員長 

 

 

生涯学習スポー

ツ振興課長 

 

北本副委員長 

 

 

男女平等参画を推進するための各種事業という点、性的マイノリティーにも対応できる

相談員、臨床心理士の配置、それから職員体制で部長級を配置するという提案について

はどのように評価したのか。おそらく兼務だと思うが。 

 

本社の部長の立場は持ったままで、兼務ではあるが、男女平等参画センターに常駐する

と選考委員会の場で確認している。 

 

どういう方向性でこの事業者が男女平等参画センターを良くしていってくれるのかと

いうのがポイント。東京２０２０大会があり、４０周年事業の関係もあるという展望み

たいなのが若干わかりにくい。 

 

男女平等参画行動計画と男女平等参画条例に基づいた形で事業執行していくように区

も指導しながら行う。事業者として熱意があることは間違いなく、施設長になる人間も

元牧師で、非常に活発に活動してきた方という印象を受けており、そのリーダーシップ

を生かしながらやっていけるものと考えている。 

 

ほかになければ了承とする。 

 

 

⑥スポーツ施設 

（所管課長から選考の過程及び結果の説明） 

 

説明は終わったので質疑に入る。 

 

提案内容の比較表一番下に見るスポーツについての具体的な提案で、ホームタウンとし

て活躍するスポーツチームを誘致し、スポーツセンターを会場として提供するという具

体的な提案がされているが、現在の指定管理制度の中で可能であるという前提のもとで

の提案と受けてよろしいか。 

 

現行の中で可能であると考えている。ホームタウンについては、現在誘致を進めている。 

 

スポーツセンターをホームタウンという形で使うことも今のこの仕様書の中では可能

ということでよろしいか確認したい。 

 

例えばバレーボールなどは難しいが、可能な競技であれば進めていくということにして

いる。 

 

選考委員会報告書で、スポーツ施設の現状の課題を理解しているのか不安を感じたとあ

るが、具体的にはどのようなことか。 
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生涯学習スポー

ツ振興課長 

 

 

北本副委員長 

 

生涯学習スポー

ツ振興課長 

 

 

 

 

野上委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習スポー

ツ振興課長 

 

 

 

 

 

 

野上委員 

 

 

 

 

 

生涯学習スポー

ツ振興課長 

 

実際、現在のスポーツセンターは利用者が大変多い状態です。多い状況の中で、それで

も利用者を増やさなければいけないというところの質問に対して具体的な回答がなか

った。 

 

ほかの事業者はそれについては、比較的現実的な回答をしたということか。 

 

利用者の非常に多い時間帯をよくわかっていて、午前中の手薄なところにより多く取り

込むというような提案がなされている事業者もあった。一方、この事業者は利用者増を

見込む提案の中に利用時間の延長があった。利用時間の延長については、条例で８時半

から午後１０時３０分と定めているが、８時から午後１１時の利用時間帯にしたいとい

う提案がなされていたので、実行性についての不安が委員からあった。 

 

今回、選考のポイントに、東京２０２０大会のゴールドパートナーが入っているという

点があるが、共同事業体の場合はそれが発揮できないのではないのか。仮に、共同事業

体である指定管理者は３社そろって指定管理者であって、ある特定企業が、企業の名の

もとに事業を展開することが事業費に入っているとすると、それは指定管理業務と言え

るか。東京２０２０大会の公式スポンサー、非公式スポンサーの関係があることによっ

て、実現不可な提案を評価したことになっていないかということが１点目。もう１点は

先ほどの経費の前後比較で、全体的には下がっているということですが、一方で、今回

の３者比較をすると、それだけ多彩な提案があるおかげで、経費は最も高く、利用料金

の見込みは最も低い事業者が選ばれたことについて、どのように評価されたのか。３者

比較した場合の費用対効果の比較はどうだったのか。 

 

まず１点目ですが、提案事業は必ずしもゴールドパートナーであることを前面に押し出

しているものばかりではない。事業経費も、自主事業として参画プログラムを多く提案

している。 

 ２点目の経費について、支出面では、人件費について非常勤、非正規雇用が大変少な

く、人件費が圧縮されていることから非常に歳出金額が少ない事業者がある一方で、利

用料金については、利用時間延長という提案を含んだ利用料金収入増の提案があり、そ

の点が経費の見込みで不確かな部分があった。 

 

気をつけなければいけないのは、３社の共同事業体のどこか１社が自主事業という名の

もとに事業を実施したときに、特定企業によるスポーツ施設を使った企業ＰＲに終始し

ないようにという点。東京２０２０大会ではアンブッシュマーケティングが厳しいの

で、結果、実現できなかった場合でも、その他の応募事業者が浮上してくることはない

と、いま一度確認が必要。 

 

公の施設であるから、一企業の名前を利用した形で営利活動とならないように教育委員

会として気を付ける。自主事業についても事前に教育委員会の確認を受けることになっ

ているので、きちんと確認する。 
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委員長 

 

 

生涯学習スポー

ツ振興課長 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

麻布・まちづくり

課長 

委員長 

 

北本副委員長 

 

 

芝・まちづくり課

長 

北本副委員長 

 

 

麻布・まちづくり

課長 

 

北本副委員長 

 

 

麻布・まちづくり

課長 

湯川委員 

 

 

 

 

 

 

曖昧な表現があるので、できれば具体的に表現するように。選考のポイントも、全体的

に見て補足するように。 

 

具体的になるように補正する。 

 

あとはよろしいか。それでは、本件については了承するということにしたい。資料につ

いては若干補正をすること。 

 

⑦公共駐車場 

 

 

 

⑧自転車等駐車場 

（所管課長から前回課題となった事項について説明） 

 

説明は終わったので質疑に入る。 

 

確認だが、自転車付定期契約に関して、年間の利用者負担分は事業計画の収入として算

定されているということか。 

 

１台、月３００円として各地区で算入してある。 

 

そうなると、説明では無料での貸出を前提として協議とのことだが、事業者はそれで大

丈夫なのか。 

 

事業者にも確認した。提案の中にも、協議のうえ実施が了承されればとなっている。協

議前提のため、無料ということで協議していく。 

 

前回、貸出用自転車の購入経費は初年度の指定管理料に含まれているとの説明でした

が。 

 

事業運営費に含まれている。 

 

関連して、自転車シェアリング事業は有料で実施している。一方、この自転車付定期契

約であれば無料で借りることができる。施策としての整合性が取れていないように思え

る。 

実施することで指定管理料が増える提案を受ける必要があるのか。 

今回、条例上の扱いとして第３３条２項３号の「効用を最大限に発揮する」という部分

で説明しようとしているが、この自転車付定期契約と自転車シェアリングが混同してい
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麻布・まちづくり

課長 

 

委員長 

 

芝・まちづくり課

長 

委員長 

 

芝・まちづくり課

長 

 

委員長 

 

 

 

 

 

芝・まちづくり課

長 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

坪本委員 

 

 

委員長 

 

るように思えるが。 

 

麻布地区の広尾の例だと、２段ラックの上段が利用しにくいということで、効用を最大

限に発揮できるような内容になるよう協議したうえで展開していく。 

 

この第３３条関係でいう「効用」とは。 

 

自転車等駐車場が区民等に対して役立つことと考えている。 

 

それで十分であり、自転車付定期契約を区として実施したいものなのか。 

 

２段ラックの活用がなかなか進まないというところで、以下に利用してもらうかという

点において１つの提案として捉えている。 

 

自転車等駐車場の稼働率向上に関してということであれば、庁内で検討する必要があ

る。自転車付定期契約の提案自体は面白いものだとは思うが、条例に基づいて執行する

立場で考える必要がある。 

職員体制について、派遣にしないと解決できない背景があるのか。費用が上がってでも

やる理由があるのか。 

 

利用者への柔軟で迅速な対応という点で、受付業務を現在の再委託で行うと、指定管理

者が直接指揮命令できないため、支障が生じている部分がある。 

 

指揮命令系統を一本化する必要性があり、経費増もやむを得ないということも含めて切

り替えをすることの蓋然性を分かりやすく説明できるように。 

それでは、指定管理事業者に関しては了承とし、中身については、職員体制と先ほどの

自転車付定期契約についても、併せて分かりやすい説明ができるように詰めておくこ

と。指定管理候補者自体は了承とする。 

事務局から連絡は。 

 

第２回から第８回の港区指定管理者選定委員会での選定結果については、庁議で報告す

る。 

 

以上で、平成30年度第５回港区指定管理者選定委員会を終了する。 

（閉会） 

 

 


